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1. はじめに 
移動⽀援機器は、障害者に個⼈的移動の達成を可能にするものであり、こうした機器へのアクセ
スは、平等な機会を達成し、⼈権を享受し、尊厳をもって⽣きる前提である（UN, 1993）。国際
連合「障害者の権利に関する条約（CRPD）」では、締約国が、最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動を障
害者へ保証するための効果的な措置を講じる責任、また関連して、良質な移動補助具、機器、⽀
援技術が⼿に⼊りやすく、またアクセスしやすくなるよう推進し保証する責任を果たすよう強調
している（UN, 2006）。（Box 1 を参照） 

さらに「国際連合障害者の機会均等化に関する基準規則」（UN, 1993）、世界保健総会決議
WHA58.23、「予防、管理、リハビリテーションを含む障害」（UN, 2005a）でも、各国へ、適正
な⽀援機器へのアクセスを容易にし、その開発を推進し、およびその他の⼿段により障害者の社
会へのインクルージョンを促すよう訴えている。 

近年出版された「地域に根ざしたリハビリテーション：CBR ガイドライン」（WHO, 2010a）、
「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向けて」（WHO, 2008a）、「義
肢装具事業およびプログラムへの⼿引き」（Landmine Survivors Network, 2006a）、「発展途上
国での義肢装具サービス職員教習ガイドライン」（WHO, 2005b）などは、⽀援技術分野におい
て、国ぐにへ実践的な推奨事項および⽀援をもたらしている。 

関係者の国際・国内・地⽅・地域レベルでの努⼒にも関わらず、障害者の移動へのニーズが満た
されているとはいえない。この共同⽅針提⾔書は、2009 年 10⽉ 28・29⽇にスイス・ジュネー
ブの世界保健機関本部で開かれた個⼈的移動性および移動⽀援機器に関する会議を受けて作成さ
れた。この⽂書の⽬的は、移動⽀援機器供与が伴う CRPD の該当条項を実施する国ぐに、特にそ
の資源に限りがあるところへ、指針を与え⽀援することである。 
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2. 移動⽀援機器とは何か？ 
移動⽀援機器とは、⽀援技術または⽀援機器の種類のうち、最も⼀般的なものの⼀つである。⽀
援機器は「あらゆる設備あるいは製品で、商業的に得るか、改造するか、個別調整するかして、
障害者の機能的潜在能⼒を増⼤、維持、あるいは改善するもの」（WHO, 2011）と定義される。
移動⽀援機器は、ユーザーの個⼈的移動性（これはユーザーが体位を変換して維持し、歩いて⼀
か所から他所へ移動する能⼒に関わる）を促す、あるいは⾼めるために設計したものである。⼀
般的なものとしては、松葉杖、歩⾏器、歩⾏⾞、⾞椅⼦（⼿動および電動）、3輪⾞、スクータ
ー、短下肢装具、⻑下肢装具、スプリントなどの装具、義⾜などの義肢、などがある。⽩杖など
の器具も、視覚障害者を援けて⾃分の家や地域を⾃⼒移動できるようにするため、移動⽀援機器
と考えられる。 

 

3. 移動⽀援機器はどんな点で有益なの
か？ 

移動⽀援機器は、下肢切断、関節炎、脳性まひ、ポリオ、筋ジストロフィー、脊髄損傷、⼆分脊
椎、脳梗塞、視覚障害などの幅広い疾病や機能障害の結果、移動に困難を感じる⼈びとに適切で
ある。それは移動に困難を覚える⾼齢者にも該当する。研究が⽰すところでは、ユーザーおよび
ユーザーの環境に対して適切であれば、⽀援技術は障害者が達成できる⾃⽴や参加の⽔準へめざ
ましい効果を及ぼす（WHO, 2011）。それが公的⽀援サービスへの必要を低減し（WHO, 
2011）、また介助者の時間的および⾝体的負荷を軽減すること（Allen et al., 2006）も報告され
ている。わけても移動⽀援機器の使⽤は教育や仕事への機会をつくり出し、健康および⽣活の質
の改善に貢献する（May-Teerink, 1999; Eide&Oderud, 2009; Shore, 2008）。移動⽀援機器は転
落、負傷、⼆次障害、早期死亡の予防にも影響を与える。移動⽀援機器供与への投資は、保健医
療費⽤および経済の脆弱さを減らし、⽣産性や⽣活の質を増⼤させる（SIAT, 2005）。 
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4. だれが移動⽀援機器供与に関わるの
か？ 

移動⽀援機器は幅広い関係者、例えば政府（Box 1 も参照）、国際機関、（慈善団体や宗教団体
を含む）⾮政府組織、私的セクターによって供与が可能である。コスタリカ、キューバ、ガイア
ナ、インドネシア、モザンビーク、フィリピン、南アフリカなどの国ぐにでは、移動⽀援機器供
与は保健医療の不可分な⼀部であり、保健省が国⺠保健医療制度を通じて供与している（WHO, 
2011）。国によっては他の省庁、例えばエリトリア、エチオピア、インド、ヴェトナムでは社会
福祉省が移動⽀援機器供与を担当している。その他の国ぐに、例えばパキスタン、シリア・アラ
ブ共和国、スリランカでは防衛省が移動⽀援機器を第⼀に軍⼈へ供与しており、⽂⺠へ供与を拡
⼤している場合もある。政府の資源や⼒量が限られているところでは他の関係者、例えば国際⾚
⼗字（ICRC）などの国際機関が、より⼤きな役割を移動⽀援機器供与において果たしている。 

障害者は、病院、リハビリテーション施設、移動/出張訪問施設、地域拠点型プログラムなどの多
種多様な施設を通して、また私営の⼩売業者や特殊教育機関から、移動⽀援機器へアクセスす
る。さまざまな保健職員、特にリハビリテーション職員が移動⽀援機器供与に参与するが、そこ
には施療職（例えば作業療法⼠や理学療法⼠）、医療職（例えば医師や看護師）、義肢装具⼠、
地域ワーカー（例えば地域拠点型リハビリテーションワーカーや地域保健ワーカー）などが含ま
れる。 
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Box 1  障害者の権利に関する条約 

「障害者の権利に関する条約（CRPD）」締約国は、個⼈的移動性および移動⽀援機器供与に
関して、以下に明⽰された責務を全うするよう、法的に拘束される。これは、CRPD に署名し
ていない国であっても、その国が締約している他の⼈権条約を解釈する助けとなる。締約国じ
しんの取り組みと並び、国際協⼒による国の取り組みへの⽀援も、これらの実現のために求め
られる。 

第 4 条 ⼀般的責務 

（g）障害者に適した情報通信技術、移動補助具、⽀援機器、⽀援技術などの研究開発を保証お
よび推進し、またその⼊⼿しやすさと利⽤とを増進し、なかでも費⽤において⼿が届く技
術を優先する。 

（h）移動補助具、⽀援機器、⽀援技術の、新技術のものを含むアクセスしやすい情報を障害者
へ、他の形態の援助、⽀援サービスおよび施設と並んで供する。 

第 20 条 個⼈的移動性 

締約国は、最⼤限に⾃⽴した個⼈的移動性を障害者へ保証するための効果的な措置をとり、以
下のことなどを⾏なう： 

（a）障害者が、⾃分が選んだ⽅法で、⾃分が選んだ時に、⼿の届く負担で移動することを容易
にする。 

（b）質の⾼い移動補助具、補装具、⽀援技術、⼈や動物による⽀援、仲介サービスへの障害者
のアクセスを容易にし、とりわけ⼿の届く負担でこれらを利⽤可能にする。 

（c）障害者、および障害者と協働する専⾨職員に対して、移動技能の教習を施す。 

（d）移動補助具、補装具、⽀援技術の⽣産に当たる事業体が、障害者の移動性に関するあらゆ
る側⾯を勘案するよう奨励する。 
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第 26 条 ハビリテーションおよびリハビリテーション 

3 締約国は、障害者のためにデザインされた⽀援機器および⽀援技術、ハビリテーションおよ
びリハビリテーションに関連するものの⼊⼿しやすさ、知識、利⽤を増進する。 

第 32 条 国際協⼒ 

1 締約国は、この条約の⽬的および⽬標の実現への国内における取り組みを⽀援する上での、
国際協⼒およびそれを増進することの重要さを認識し、これに関する⼆国間、多国間の、また
適切であれば国際的および地域的な諸機関、市⺠社会、とりわけ障害者組織との協同による適
切かつ効果的な措置を約束する。その措置には、以下のことなどがある： 

（a）国際的開発計画などの国際協⼒を、障害者を包摂し、かつ障害者がアクセスしやすくす
る。 

（b）情報、経験、教習プログラム、優れた実践の交流や共有などを通じ、能⼒育成を推進かつ
⽀援する。 

（c）研究における協⼒と、科学的および技術的知識へのアクセスを促進する。 

（d）適切であれば、アクセスしやすい⽀援技術へのアクセスおよびその共有を、技術移転を通
じて促進するなどの、技術的および経済的な⽀援を供する。 

2 本条の内容は、本条約の下でその責務を全うする、各締約国の責務に影響を及ぼすものでは
ない。 

出典：UN, 2006 
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5. 全世界の満たされざるニーズとは何
か？ 

近年の「障害に関する世界レポート」の推計では、10億を超える⼈びとが何らかの障害を抱えて
暮らしており、それは世界⼈⼝の約 15 %に相当する（WHO, 2011）。「世界保健調査」の 69か
国のデータ分析が⽰すのは、満 18歳以上の成⼈の 18.6 %はたいてい、移動に関して中程度、重
度あるいは最重度の困難を抱えている（WHO, 2011）。フィジー、インド、インドネシア、モン
ゴル、フィリピンで実施した研究もこれを⽀持しており、それによると 5 ⼈にひとりは、歩⾏や
階段を上がることに何らかの困難があり、20 ⼈にひとりには⼤きい困難がある（Mont, 2007）。 

（移動⽀援機器を含む）リハビリテーションサービスへのニーズ、および推計による満たされざ
るニーズに関する全世界のデータには、ごく限られたものしかない（WHO, 2011）。推計では、
義肢または装具および関連サービスが必要な⼈は発展途上国で⼈⼝の 0.5 %とされ（WHO, 
2005b）、また発展途上国の障害者で⾞椅⼦が必要な⼈の数は⼈⼝の約 1 %（ISPO/USAID/WHO, 
2006）とされている。障害者の数は増えると⾒込まれるが、それは⼈⼝の⾼齢化（⾼齢であるほ
ど障害の危険は⾼まる）および慢性疾患、特に糖尿病、脳梗塞、がんといった典型的な⾮感染性
疾患（NCD）の世界的な増加のためである。道路交通事故、⾃然災害、紛争などの他の要因も、
障害者数の増加を助⻑しており、また関連して移動⽀援機器の必要が増すことを⽰している。 

マラウィ、モザンビーク、ナミビア、ザンビア、ジンバブエで実施された障害者の⽣活状況に関
する国の調査で明るみに出たのは、⽀援機器/サービスの供与における⼤きな⽋落であった（Loeb 
& Eide, 2004; Eide & Kamaleri, 2009; Eide, van Rooy & Loeb, 2006; Eide et al., 2003）。調査で
分かったのは、⽀援機器を受け取った⼈は、それが必要な⼈のうち 17〜37 %にすぎなかった。性
的不平等も、⽀援機器を持つ障害者のマラウィ（男 25.3 %、⼥ 14.1 %）およびザンビア（男 
15.7 %、⼥ 11.9 %）両国での性⽐から明⽩である（Loeb & Eide, 2004; Eide & Kamaleri, 2009；
Eide & Loeb, 2006）。 
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6. 移動⽀援機器へのアクセスに対する障
壁とは何か？ 

リーダーシップおよび統治 

移動⽀援機器供与は、概して政府にとっては優先順位の低い領域で、その結果、えてして国の法
令・政策・⽅策に反映されない。2005 年に実施された「障害者の機会均等化に関する基準規則」
の履⾏についての全世界調査が⽰したのは、調査に回答した 114か国のうち、50 %で関連法令が
通っておらず、48 %で⽀援機器供与に関連する政策を整備していないことであった（South-
North Centre for Dialogue and Development, 2006）。 

資⾦供与および価格の⼿ごろさ 

多くの国で財源が限られていることが、⽀援技術や関連サービスの⼿に⼊りやすさ、およびアク
セスしやすさに深刻な影響を及ぼしている。上述の 2005 年の全世界調査によると、36 %の国ぐ
には⽀援機器の開発や供給へ財源を割り当てたことがなかった（South-North Centre for 
Dialogue and Development, 2006）。多くの国で資⾦調達⼿段を⾃⼰資⾦に頼っており、そのこ
とが、なぜ障害者およびその家族による直接購⼊が全⽀援機器の過半数を占めているのか、の理
由を⽰している（Albrecht et al., 2003）。価格の⼿ごろさは、低所得国で障害者が必要な保健医
療を受けられない主な理由の⼀つとして強調されてきたが、⾮障害者より⾼い失業率および貧困
率のため、多くの障害者には⽀援機器や関連サービスを⼿に⼊れるゆとりはない（WHO, 
2011）。 

サービス提供 

移動⽀援機器供与に関わるサービスには、紹介、事前評価、処⽅、資⾦調達、発注、製品下準
備、フィッティング/調整、ユーザー教習、フォローアップ、メンテナンスおよび修理などがある 
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（WHO, 2008a）。これらのサービスはたいてい供給不⾜で、障害者の多くが住む場所から遠くに
位置している。2005 年の全世界調査によると、53 %の国ぐには⽀援機器供与に関するプログラム
に⼿を付けたことがなかった（South-North Centre for Dialogue and Development, 2006）。⾮
政府組織がサービス提供に携わっているところでは、全国に対し持続可能なサービス提供システ
ムを育成できるだけの資⾦調達⼿段ないし能⼒があることはまれである。そうしたサービスはた
いてい、供与する機器を特定の種類に絞るか、特定の種類の機能障害、年齢層あるいは地理的地
域を対象としたものである。利⽤できても、サービスはたいがい⼤都市の主要なリハビリテーシ
ョンセンターに集中している。これらのセンターへの移動は、障害者およびその家族にとっては
費⽤がかさみ時間を⾷うことであり、えてして公共交通機関にはアクセスできない（Dejong et 
al., 2006; Penny et al., 2007）。ほとんどすべての国で、移動⽀援機器供与関連のサービスは概し
て不適切で質が悪い。不適切なサービス提供は障害者を⼆次障害の危険に晒す。例えば、義肢の
フィッティングがうまくなければその機器は破棄され、⾞椅⼦に適切なクッションを付けないで
供与すると褥瘡が起こる。 

⼈的資源 

適切に教習を受けた職員の⽋如は、適正な移動⽀援機器サービス供与を構築するうえで⼤きな障
壁となる（Pearlman et al., 2008; Jensen et al., 2004a; Jensen et al., 2004b; Magnusson & 
Ramstrand, 2009）。多くの国で報告されているのは、リハビリテーション職員の供給が不適
切、不安定あるいは存在しないこと（WHO, 2011; Bo et al., 2008; Stanmore & Waterman, 2007; 
Al Mahdy, 2002）、またこうした職員の不均衡な地理的分布である。例えば、ガーナでのリハビ
リテーションに関する近年の包括的調査で確認されたのは、国内にはリハビリテーション医も作
業療法⼠もおらず、わずかに義肢装具⼠と理学療法⼠がいるだけで、そのけっか施療や⽀援機器
へのアクセスが⾮常に限られていることであった（Tinney et al., 2007）。国を選んでの、作業療
法⼠および理学療法⼠の供給に関するデータは、発展途上国と先進国の⼤きな違いを⽰している
（WHO, 2008b; WFOT, 2010）。多くの発展途上国には、リハビリテーション専⾨職のための教
育プログラムがない。例えば上記の 2005 年の全世界調査では、37か国はリハビリテーション専
⾨職の教習に取り組んだことがなく、56か国では障害に関わる保健医療供与者の医療的知識が更
新されていなかった（South-North Centre for Dialogue and Development, 2006）。さまざまな
マニュアルやガイドライン、および教習プログラムが開発されてきた（WHO, 2008a; WHO, 
2005b）ものの、あまねく実施されたわけではなく、たいていはその資源に乏しい。教習を経た
職員の⽋如に加え、既存の職員も、その技能や知識を維持し更新するための継続教育プログラム
へのアクセスがない。 
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⽣産 

多くの発展途上国で、移動⽀援機器の⽣産はあっても⼩規模か、場合によってはそもそも存在し
ない。国じたいの、移動⽀援機器⽣産に必要な資材や設備へのアクセスが限られている場合もあ
る。市場的要素が⽣産を限定する場合もあり、例えば、発展途上国の障害者はえてしてそうした
機器の存在や有益さを知らず、購買⼒も限られているため、移動⽀援機器への需要が限定される
場合などである。限られた市場には、公的セクターであれ私的セクターであれ、移動⽀援機器⽣
産に携わる誘因はほとんどない。国内市場が⼩さすぎると国内⽣産には費⽤対効果がない。⽀援
機器にかかる関税や輸⼊税は、それらを輸⼊する意欲を、国内企業からさらに失わせるものであ
る。 
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物理的環境 

⼈を取り巻く環境における数多くの障壁が、個⼈的移動性と移動⽀援機器の使⽤を制約してい
る。物的障壁は、移動⽀援機器の効果的な使⽤を困難あるいは不可能にする（Wearmouth & 
Wielandt, 2009; Ameratunga et al., 2009）。例えば良質な⾞椅⼦でも、家、学校あるいは仕事場
がアクセスできないため使えない場合などである。物的障壁は、⾃然災害や紛争の被害を受けた
環境、難⺠キャンプ、都市スラムではしばしば悪化する。 

意識、⽂化、社会的障壁 

多くの障害者およびその家族の、移動⽀援機器およびそれにアクセスするために利⽤できるサー
ビスの有益さへの意識は限られたものである。例えば、レソトでの障害者の⽣活状況に関する研
究は、⽀援機器サービスに向けられるニーズと、こうしたサービスを知っていることの間に
25.5 % の格差があることを実証している（Kamaleri & Eide, 2011）。社会的および⽂化的障壁
も、移動⽀援機器の使⽤に影響を及ぼす。例えば、下肢脱⼒⽤装具はたいてい靴に作り付けのた
め、世界の多くの部分では宗教施設や家庭で使えない（Lysack et al., 1999; Mulholland et al., 
2000）。移動⽀援機器を必要とする多くの⼈がそれにアクセスするうえで、かれらの性別、年
齢、社会経済的地位、機能障害や居住地のために障壁にぶつかる（May-Teerink, 1999; Eide & 
Loeb, 2006; Francois et al., 1998; Matsen, 1999）。 
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Box 2 移動⽀援機器供与に関する原則 

各国が、⽀援技術（移動⽀援機器）に関して「障害者の権利に関する条約」が⽰すその責務を
全うするには、以下の原則に留意する必要がある： 

受容しやすさ 障害者は、移動⽀援機器供与の全段階へ積極的に参画し、⾃らに影響する決定
について選択し、監督する。効率、信頼性、簡潔さ、安全、美意識などの要素を勘案し、機器
および関連サービスをユーザーが受容しやすいものにすべきである。 

アクセスしやすさ 移動⽀援機器および関連サービスは、ニーズが判明しているすべての⼈に
とってアクセスしやすいこと。アクセスしやすさには、無差別であること、物理的なアクセス
しやすさ、情報へのアクセスしやすさが包含される。移動機器供与は公正で、ジェンダー、年
齢層、障害の種類、社会経済的背景、地理的領域による格差を避けるべきである。 

適合しやすさ 移動⽀援機器および関連サービスは、個々⼈の要求に対して適正になるよう、
適合し改変すること。そこでは、個⼈の障害のあらゆる部⾯、すなわち機能障害、活動制限、
参加への制約、関連する健康障害、環境要因（例：物理的および社会的環境）、個⼈属性
（例：ジェンダー、年齢、⼈種、⾝体的健康、⽣活様式、習慣）を考慮する（WHO, 2001）。 

価格の⼿ごろさ 移動⽀援機器および関連サービスの価格は、障害者とその家族にとって、特
に停⽌現状況では⼿ごろであること。価格の⼿ごろさとは、機器およびそれに伴うサービス
へ、⽀払える程度のことである。 

⼿に⼊りやすさ 移動⽀援機器供与に必要なあらゆる関連資源（保健医療の施設・プログラ
ム・サービス、⼈的資源、資材および製品）は、全体のニーズに対して量的にじゅうぶんあ
り、対象者⾃⾝の地域の、なるべく近くで供与されること。 

品質 あらゆる関連資源（保健医療の施設・プログラム・サービス、⼈的資源、資材、製品）
は、適正な品質を有すること。製品品質は地域や国の、あるいは国際的な技術規格やガイドラ
インにより、強度、耐久性、性能、安全、快適さなどの観点から測定できる。サービスの具体
的な品質は、職員教習要件やサービスガイドラインの遵守という観点から測定できる（WHO, 
2008a）。サービスの全体的品質は成果、ユーザーの満⾜度、⽣活の質の観点から測定でき
る。資源の制約、特に価格の⼿ごろさの問題があるからといって、必ずしも品質原則へ妥協し
てはならない。 
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7. 移動⽀援機器へのアクセスを向上させ
るには何が必要か？ 

移動機器および関連サービスへの障壁を取り除くには、受容しやすさ、アクセスしやすさ、適合
しやすさ、価格の⼿ごろさ、⼿に⼊りやすさ、品質の原則（Box 2 を参照）を勘案すべきであ
る。取り組みへの以下の推奨事項は、国ぐにがこれらの原則を遵守し、その移動⽀援機器供与の
適正なシステムが整うように⽀援することが⽬的である。この分野の取り組みでは、国家が上位
レベルで責任および義務を負うのは当然としても、幅広い関係者に果たすべき役割がある。 

ニーズおよび満たされざるニーズの査定 

移動⽀援機器への、満たされたものと満たされていないもの、両⽅のニーズに関する国のデータ
は政策やプログラムのために重要である。ニーズおよび満たされざるニーズは、障害の有病率、
障害に特化した調査、⼈⼝および⾏政のデータから査定できる。移動⽀援機器サービスへの満た
されざるニーズに関する質問は、例えば活動制限がある⼈びとの⽣活状況に関して南部アフリカ
6か国で実施されたもの（Lysack, 1999; Eide et al., 2003; Loeb & Eide, 2004; Eide & Loeb, 
2006; Kamaleri & Eide, 2011; Eide & Oderud, 2009）などの国の研究や抽出調査で、その⼀部に
含めることができる。移動⽀援機器の供給は、移動⽀援機器供与を含む⾏政データから推定でき
る。待ち時間などは、移動⽀援機器へのニーズが満たされている度合いの代⽤指標になる。サー
ビスへの認識の⽋如や障害へのネガティブな⾒⽅で、機器を求める本⼈や家族に影響するものを
考慮する必要がある。移動⽀援機器サービスを必要としながら受けていない⼈や、不⼗分または
不適切な機器を受け取る⼈の数は計画を⽴てるうえで有⽤な情報を与える。 
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適切な法令、政策、⽅策の施⾏ 

⽀援機器（移動⽀援機器を含む）へのアクセスは、既存の障害、保健、リハビリテーション、社
会福祉の法令、政策、⽅策に組み込むべきで、それは幅広い途上国および先進国で⾏なわれてい
る。必要であれば、⽀援機器に特化した規定を設けるべきである。例えば南アフリカ共和国で
は、公衆衛⽣部⾨向けの「南アフリカでの⽀援機器供与の規格化」に関する国のガイドライン
が、現在は「国家リハビリテーション政策」（South African Department of Health, 2011）に随
伴している。移動⽀援機器供与には、付随して公共建造物、道路、交通機関へのアクセスを向上
させる⼿⽴てが必要である。新規の建造物や道路の建設、⼀般向け交通⼿段の選択は、ユニヴァ
ーサルデザインの原則に基づき、アクセスしやすさに関する国の最低基準を遵守すべきである。
既存インフラの改造、例えば舗装の改善、切り下げ縁⽯の追加、スロープ、エレベーター、幅広
のドア、さまざまな⽅法による信号や誘導の設置によって、障害者は⾃らの移動⽀援機器を活⽤
できるようになる。 

じゅうぶんな資⾦供与および価格の⼿ごろさの改善 

移動⽀援機器に関連する政策や⽅策は、確実な実施のために政府からの予算⽀援が必要である。
⽀援機器への予算は、該当省庁の通常予算の⼀部とし、現地のニーズ、例えば交換、修理、メン
テナンスへの継続的ニーズに基づいて分権化すべきである。必要不可⽋な⽀援機器を特定し、機
器を買う資⼒がない⼈には、公的資⾦供与により無料で⼿に⼊るようにすべきである。「障害に
関する世界報告書」（WHO, 2011）では、さまざまな資⾦調達⼿段が検討可能であることを⽰し
ている。それには⼀般的な所得⽀援の供与、⽀援機器やそのメンテナンスへの⾃⼰負担の減免措
置、公的および私的⾦融の併⽤などがある。機器および/または部材の供与を寄付による場合は、
必ず国際的な/国の基準を遵守し、現地の環境に適合し、関連するサービスおよび教習をすべて伴
わねばならない。低リソース状況でサービス供与を強化するには、「障害者の権利に関する条約
（CRPD）」第 32 条が⾔明する通り（WHO, 2006）、国際機関による財政的および技術的な追加
⽀援が求められる。 

移動⽀援機器の⽣産および/または供給の増⼤ 

途上国における移動⽀援機器の⽣産および/または供給を増やすには、多種多様な選択肢が考えら
れる。重要な留意事項は、各選択肢（例えば国内での⼩規模あるいは⼤規模⽣産、輸⼊、あるい
は⼿法の併⽤）の適合性は各国の事情によって変わり、移動⽀援機器の種類によって変わること
である（Jefferds et al., 2010）。ユーザーの便益および現地の雇⽤状況を勘案すべきである
（WHO, 2008a）。 
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移動⽀援機器の現地での製造および組み⽴ては、現地の資材を⽤いることで費⽤を低減し、機器
が状況に適合したものになる（WHO, 2011）。他の⽣産の選択肢には、移動⽀援機器の部材を輸
⼊し、現地で最終製品を組み⽴てる⽅法などがある（WHO, 2011）。アルバニア、コスタリカ、
レバノン、マレーシアなどの国ぐにでは⽬下、義肢装具部材を輸⼊し、個別要件に合わせて製品
を組み⽴てている。エルサルバドル、インド、インドネシア、イラン、ケニア、南アフリカ、ベ
トナムなどの国ぐには、両様のアプローチを実践している例である。 

機器の調達⽅法に関わらず、各国のニーズおよび環境に対して適切な技術規格を制定し適⽤する
ことで、適正な品質の機器がサービス事業者およびユーザーの⼿に⼊るようにすべきである。実
⽤的であれば、これらは既存の国際規格に基づくか、そこから派⽣したものにすべきである。例
えば国際標準化機構（ISO）7176 シリーズは、⾞椅⼦の試験⽅法や要件について基準を定めてい
る。 

適正なサービスの開発 

サービス提供には多種多様なモデルが存在し、各国は、その所与の状況に合い、国内の特定され
たニーズに対応できるモデルを開発する必要がある。サービス提供の統合と分散化を熟慮するこ
とが重要で、それによってサービスの⼿に⼊りやすさ、アクセスしやすさ、価格の⼿ごろさを改
善できる（WHO, 2011）。地域提供型サービスを、例えば地域に根ざしたリハビリテーション
（CBR）など継続的ケアの⼀環として供与すれば、到達困難層（すなわち農村部の遠隔地に住む
⼈びと）や⼈⼿不⾜などの問題に対応できる。CBR職員の役割は、障害者およびその家族と協⼒
して、その移動⽀援機器へのニーズを⾒極め、適切なサービス供与者への紹介に取り組み、サー
ビスへのアクセスを促進し、必要な時のメンテナンス、修理、交換を保証することである（WHO, 
2010a）。 

障害者には、適正で、受容でき、質の⾼い移動⽀援機器が確実に供与されるために、あらゆるサ
ービス、例えば事前評価、フィッティング、教習、フォローアップへのアクセスが必要である。
これらのサービスへのアクセスの確保により、機器の放棄（Eide & Oderud, 2009）、褥瘡などの
⼆次障害といった問題へ対処できるようになる。障害者およびその家族の、サービス提供のあら
ゆる部⾯への参画は、かれらがその要求に合った移動⽀援機器を得られるために必要不可⽋であ
る。障害者⾃⾝も、サービス提供のピア教育者や訓練員として、しばしば重要な役割を果たす。
「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソース状況の克服に向けて」は有⽤な資料で、包括的
な⾞椅⼦サービス、すなわち紹介および⾯接予約からフォローアップまでの計画および実施への
推奨事項を与えている（WHO, 2008a）。この⽂書が与える推奨事項は、他種の移動⽀援機器にも
応⽤できる。 
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適切な職員への教育および教習 

障害者が適正な移動⽀援機器へ確実にアクセスできるためには、⽀援機器供与のさまざまな分野
すなわち処⽅および事前評価、設計および開発、⽣産およびサービス提供、修理およびメンテナ
ンスについて教習を受けた、多彩な職員が各国に必要である。サービスが広く利⽤できるために
は、さまざまなレベルの職員教習を検討すべきである。例えば、「中間レベル」職員への教習
は、保健医療専⾨職が⾜りない地域でサービス提供を確保する⽅策に挙げられている（WHO, 
2011）。教習プログラムは、⾔語、社会経済および⽂化の特徴などを勘案し、国なり地域固有の
要件に合うように作成すべきである。例えば状況によっては、機器へのアクセスを保証するため 
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男性と⼥性、両⽅への教習が不可⽋である（World Bank, 2009）。障害者への教習も、有資格者
の層を広げるため、また移動⽀援機器の使⽤に関するかれらの体験や知識が有益であるため奨励
すべきである（Shakespeare et al., 2009）。短期リフレッシュ教程、専⾨教程、単位制教程、実
地でのスーパーヴィジョンと教習など継続教育の機会も、既存の職員の知識や技能を維持、拡
張、更新するために必要である。 

相互連携の確⽴ 

上記すべての取り組みには、政府の保健・リハビリテーション・社会福祉/保障・教育・交通・雇
⽤などの省庁、また⾮政府組織（NGO）、⺠間部⾨、専⾨家組織、障害者組織、障害者⾃⾝な
ど、広範な関係者の参画が必要である。国の移動⽀援機器へのアクセス増⼤の取り組みを⽀援す
るには、関係者間の強⼒な連携の構築が必要である。加えて、サービスの重複を避け、移動⽀援
機器供与をより有効で効率よいものにするには、関係者間の優れた調整と協働が不可⽋である。 

  



 

 

 
低リソース状況での移動⽀援機器供与に関する共同⽅針提⾔ 26 

（写真）  
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8. 推奨事項 

各国に対して 

各国には、移動⽀援機器供与を保証し、障害者のインクルージョンおよび参加を増進するため、
以下のステップを踏むよう推奨する。 

1. 「障害者の権利に関する条約（CRPD）」を批准すること。既存の法令および政策を⾒直し、
修正して CRPDと整合するものにし、移動⽀援機器供与が、必要な予算⽀援と共に該当する法令
および政策に含まれるようにすること。 

2. 移動⽀援機器供与の国内⼒量を強化するため、国内の関係者、例えば他の該当省庁、障害者組
織などの⾮政府組織（NGO）、国際機関の国別事務所、専⾨家組織、教育者、サービス供与者な
どの参画を得た包括的アプローチを採ること。移動⽀援/⽀援機器供与への責任を、主要省庁⼀か
所に割り当て、そこが移動⽀援機器供与の中⼼となること。 

3. 移動⽀援機器供与に関連する政策、法律、サービスの策定および実施に当たって、障害者およ
びその家族の参画を得ること。障害者組織や親の会は、国の移動⽀援機器供与システムを発展さ
せるための優れた資源である。 

4. 移動⽀援機器供与を、障害/リハビリテーションに関する国の⾏動計画に含め、以下に取り組
むこと。 

a. 移動⽀援機器の必要と有益さに対する、公衆の認識と理解を深める。 

b. 柔軟かつ⾰新的な⾦融⽅策をもたらし、移動⽀援機器がだれにでも価格が⼿ごろでアク
セスしやすいものにする。例えば、移動⽀援機器供与を健康保険あるいは社会保障制度
に盛り込む、機器を買う資⼒がない⼈に的を絞った資⾦を供与するなど。 
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c. ⼀般的な型の移動⽀援機器および/またはその部材の⽣産/調達を増やす。移動⽀援機器
の⽣産が国内で実現不可能なところでは、移動⽀援機器および/またはその部材の関税や
輸⼊税を免除し、それらをアクセスしやすく価格が⼿ごろなものにするなどの代替⼿段
を探る。 

d. 幅広い種類の製品の、費⽤対効果の⾼い調達と供給を⾏なうための国あるいは地域の資
源および流通センターを⽴ち上げることで、移動⽀援機器供与に必要なリハビリテーシ
ョンのサービスおよびプログラムを開発あるいは強化する。サービスは、農村地域も含
め対象者⾃⾝の地域のできるだけ近くで利⽤できるようにする。 

e. 適切な技術規格およびガイドラインを策定し採⽤して、適正かつ信頼できる品質の機器
がユーザーの⼿に⼊るようにする。例えば「⼿動⾞椅⼦供与の世界ガイドライン 低リソ
ース状況の克服に向けて」など。 

f. 学習および教習機会を（国内であれ海外であれ）利⽤できるようにし、移動⽀援機器供
与のために適切な⼈員を育成し、既存の職員の知識および技能を発展させる。 

5. 移動⽀援機器の必要性および利⽤に関するデータを捕捉するデータ収集/保健情報のシステム
を開発あるいは改善し、同時に、障害者およびその家族の⽣活の質や幸福感を⾼めるうえでの、
移動⽀援機器供与の費⽤対効果および影響に関する研究活動を強化し⽀援すること。 

国際的関係者に対して 

この共同⽅針提⾔書への署名者を含め、国際的な関係者には、以下の取り組みを⽀援するよう推
奨する。 

1. 財政的および技術的な⽀援を⾏使および/または供与して、各国の移動⽀援機器に関連する能
⼒構築および既存の政策・システム・サービス・教習プログラムの強化に役⽴てること。 

2. 各国の基準/ガイドライン策定および実施を⽀援し、適正な品質の機器が開発され、ユーザー
の利⽤に供されるようにすること。 

3. その移動⽀援機器供与システムが「障害者の権利に関する条約（CRPD）」の要件を満たすこ
とに成功している国から、情報および経験を収集すること。 
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4. 研究や優れた実践などの、情報共有の基盤を構築すること。 

5. 他と連携して、移動⽀援機器の⼿に⼊りやすさ、アクセスしやすさ、価格の⼿ごろさという観
点からの「障害者の権利に関する条約（CRPD）」の遵守状況の指標開発および測定に取り組むこ
と。 

6. （加盟国を含む）国際連合システム、（障害者組織を含む）⾮政府組織（NGO）、⺠間部⾨、
学術機関の間の協働を強化し、移動⽀援機器へのアクセスを拡⼤すること。 
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